
問 

産
業
振
興
課 

商
工
統
計
係 

☎
６
５
・
１
１
０
６

お
住
ま
い
の
住
宅
改
修
を

補
助
し
ま
す

　

補
助
金
の
交
付
決
定
前
に
着
工
・
完
了
し
て
い
る
も

の
は
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

【
補
助
対
象
者
】（
①
②
③
④
す
べ
て
に
該
当
）

　

①
申
込
日
現
在
、
町
内
に
住
民
登
録
を
し
て
い
る

　

②
補
助
の
対
象
と
な
る
住
宅
に
居
住
し
て
い
る

　

③
対
象
と
な
る
住
宅
改
修
に
対
し
、
町
で
実
施
し
て

　
　

い
る
他
の
補
助
金
な
ど
を
受
け
な
い

　

④
町
税
等
の
滞
納
が
な
い
（
生
計
を
一
に
す
る
人
も

　
　

含
む
）

【
補
助
対
象
住
宅
・
工
事
】（
①
②
③
す
べ
て
に
該
当
）

　

①
町
内
在
住
の
人
が
町
内
に
所
有
し
居
住
す
る
専
用

　
　

住
宅
・
併
用
住
宅
の
住
居
部
分
お
よ
び
集
合
住
宅

　
　

の
専
有
部
分

　

②
「
町
内
の
施
工
業
者
」
お
よ
び
「
代
表
者
が
桂
川
町
に

　
　

住
民
登
録
し
て
い
る
施
工
業
者
」
が
行
う
改
修
工
事

　

③
工
事
費
が
10
万
円
以
上
（
消
費
税
別
）
で
、
平
成
30
年
３

　
　
月
31
日
ま
で
に
完
了
届
を
提
出
で
き
る
改
修
工
事

【
補
助
金
額
】
改
修
工
事
費
用
の
１
割
に
相
当
す
る
金 

　

額
（
千
円
未
満
切
り
捨
て
・
上
限
10
万
円
）

【
そ
の
他
】
補
助
金
交
付
の
対
象
に
な
ら
な
い
工
事
も
あ

　

り
ま
す
の
で
、
事
前
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

桂
川
町
住
宅
改
修
事
業
補
助
金
制
度

補助金

町からのお知らせ

問 
住
民
課 

住
民
年
金
係 

☎
６
５
・
３
３
０
１

（
特
別
）
児
童
扶
養
手
当
の

支
給
額
が
変
わ
り
ま
す

児
童
扶
養
手
当
・
特
別
児
童
扶
養
手
当

児童手当

対　象 3月まで 4月以降

   

本
体
額

全額支給 42,330円　 42,290円　

一部支給
9,990円～

42,320円　
9,980円～

42,280円　

    

第
２
子

    

加
算
額

全額支給 10,000円　 9,990円　

一部支給
5,000円～
9,990円　

5,000円～
9,980円　

 

第
３
子
以
降

    

加
算
額

全額支給 6,000円　 5,990円　

一部支給
3,000円～
5,990円　

3,000円～
5,980円　

■児童扶養手当 　

児
童
扶
養
手
当
・
特
別

児
童
扶
養
手
当
の
支
給
月

額
が
4
月
分
（
８
月
支
給

分
）
か
ら
変
わ
り
ま
す
。

改
正
額
に
つ
い
て
は
左
・

下
表
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

前
年
の
消
費
者
物
価
指

数
の
上
昇
・
下
落
に
応
じ

て
、
翌
年
度
の
手
当
額
を

自
動
的
に
改
定
す
る
も
の

で
す
。

対　象 3月まで 4月以降

1級 51,500円 51,450円

2 級 34,300 円 34,270 円

※表は、児童1人の場合の月額支給額です

■特別児童扶養手当

問 

税
務
課 

税
務
係 

☎
６
５
・
１
０
７
６

障
が
い
の
あ
る
方
へ
の

軽
自
動
車
税
減
免
制
度

【
申
請
期
間
】
納
付
書
が
届
い
て
か
ら
納
期
限
ま
で

　

※
申
請
期
間
以
降
の
受
付
は
で
き
ま
せ
ん

【
対　

象
】
身
体
障
が
い
者
お
よ
び
身
体
障
が
い
者
と
生

計
を
一
に
す
る
人　

※
障
が
い
の
程
度
に
要
件
あ
り

【
申
請
に
必
要
な
も
の
】
〇
身
体
障
害
者
手
帳
、
療
育
手

帳
な
ど　

〇
納
税
通
知
書
お
よ
び
納
付
書
（
５
月
初
旬

発
送
予
定
）　

〇
運
転
免
許
証　

〇
印
鑑　

○
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
カ
ー
ド
ま
た
は
通
知
カ
ー
ド

【
そ
の
他
】
減
免
で
き
る
車
は
、
普
通
自
動
車
を
含
め
１

台
に
限
り
ま
す 軽

自
動
車
税
の
減
免
制
度

税

問 

産
業
振
興
課 

農
林
振
興
係 

☎
６
５
・
１
１
０
６

イ
ノ
シ
シ
・
シ
カ
な
ど
の

捕
獲
に
対
し
て
報
償
金

　

有
害
鳥
獣
に
よ
る
農
作
物
の
被
害
を
防
止
す
る
た
め
、

有
害
鳥
獣
の
捕
獲
に
対
し
て
報
償
金
を
交
付
し
ま
す
。

【
実
施
期
間
】
４
月
1
日
～
10
月
31
日

【
対　

象
】
イ
ノ
シ
シ
・
シ
カ
・
ア
ナ
グ
マ
・
ア
ラ
イ
グ
マ

【
報
償
金
額
】
１
頭
当
た
り
１
万
円

【
そ
の
他
】
報
償
金
を
受
け
る
に
は
、
狩
猟
免
許
取
得
者

で
、
有
害
鳥
獣
捕
獲
の
た
め
の
町
の
許
可
が
必
要
で
す

有
害
鳥
獣
に
対
す
る
報
償
金

お知らせ
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